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成
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課
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産
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振
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大
規
模
小
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店
舗
立
地
法
第

規
模
小
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舗
立
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法
（
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成
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年
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日
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管
理
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の
異
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説
会
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開
催
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催
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平 成 年
月 日

（金曜日）

（
一
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
長
府

所
在
地

下
関
市
長
府

二

意
見
の
概
要

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
安
岡

所
在
地

下
関
市
富
任

二

意
見
の
概
要

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
一
一
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
六
年
八
月
二
十
六
日
山
口

下
関
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
七

部
商
政
課
及
び
下
関
市
産
業
振

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

（
仮
称
）
ド

所
在
地

山
陽
小
野
田

二

意
見
の
概
要

地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

及
び
所
在
地

中
土
居
店

中
土
居
本
町
五
九
〇

に
つ
い
て
配
慮
を
求
め
る
。

日

山
口

及
び
所
在
地

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
パ
ー
ク

町
一
丁
目
四
七
四
の
六

に
つ
い
て
配
慮
を
求
め
る
。

は
な
い
。

地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

県
公
告
（
二
八
四
）
に
係
る
大
規

た
。

年
一
月
十
六
日
か
ら
同
年
二
月
十

興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

日

山
口

及
び
所
在
地

ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
小
野
田
丸
河
内

市
大
字
丸
河
内
一
〇
三
二
の
五

一

る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

県
知
事

村

岡

嗣

政

る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お

六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

店

成 成り働

公

告



平成 年 月 日 金曜日

一二

山 口

二一二

（定期）県 報

二一

第 号

二
十

宇
部当

部
商

一

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
琴
芝
店

所
在
地

宇
部
市
西
琴
芝
一
丁

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
西
岐
波
店

所
在
地

宇
部
市
大
字
西
岐
波

意
見
の
概
要

名

称

ア
ル
ク
南
浜
店

所
在
地

宇
部
市
南
浜
町
二
丁

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
恩
田
店

所
在
地

宇
部
市
草
江
一
丁
目

六
年
八
月
二
十
六
日
山
口
県
公
告

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月

政
課
及
び
宇
部
市
産
業
振
興
部
商

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

。在
地

目
九
一
〇

。 。在
地

一
五
六
一
の
三

目
八
番
四
号

。在
地

一
番
一
号

（
二
八
五
）
に
係
る
大
規
模
小

十
六
日
か
ら
同
年
二
月
十
六
日

工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦

山
口
県
知

在
地

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

覧
に
供
し
ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

阿
武
郡
阿
武
町

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
水
準
測
量
）

二

作
業
の
地
域

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
港
町

所
在
地

山
陽
小
野
田

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
一
四
）
公
共
測
量
の
実
施

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
小
野

所
在
地

山
陽
小
野
田

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
一
三
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
六
年
八
月
二
十
六
日
山
口

山
陽
小
野
田
市
か
ら
意
見
を
聴

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
七

部
商
政
課
及
び
山
陽
小
野
田
市

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六

律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
山
口
河

知
が
あ
り
ま
し
た
。

日

山
口

及
び
所
在
地

店市
港
町
五
八
一
〇
の
一

は
な
い
。

山
口

及
び
所
在
地

田
店

市
大
字
西
高
泊
六
四
〇
の
一

は
な
い
。

地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

県
公
告
（
二
八
六
）
に
係
る
大
規

き
ま
し
た
。

年
一
月
十
六
日
か
ら
同
年
二
月
十

産
業
振
興
部
商
工
労
働
課
に
お
い

日

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

川
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お

県
知
事

村

岡

嗣

政

県
知
事

村

岡

嗣

政

る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お

六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

二

条り 成り働



平成

三

年 月 日 金曜日

一二
号

山 口 県

三（
一建

に
よ

（定期）報

通
知

一二

第 号

三（
一測

第
二

許

可

番

号

山
口

処
分
の
内
容

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
二
日

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名

商

号

又

は

名

称

株
式

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

山
陽

代

表

者

の

氏

名

松
本

作
業
の
期
間

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日
か

六
）
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

り
、
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消
し

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

作
業
の
地
域

岩
国
市
平
田
六
丁
目

作
業
の
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日
か
ら
同

五
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

項
の
規
定
に
よ
り
、
中
国
四
国
防

県
知
事
許
可
（
般

二
三
）
第

山
口
県
知

称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

会
社
松
本
建
設

小
野
田
市
大
字
高
畑
二
〇
三
番

徹

ら
同
年
十
二
月
十
五
日
ま
で

百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

ま
し
た
。

山
口
県
知

月
三
十
日
ま
で

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

衛
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

一
五
七
八
六
号

事

村

岡

嗣

政

、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番

地
の
三

）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定

事

村

岡

嗣

政

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六

選
挙
管

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土

る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事

株
式
会
社
松
本
建
設
が
、

掲
げ
る
欠
格
要
件
に
該
当
し

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
七

が
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

理
委
員
会

示
第
一
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工

消
し

実法
第
八
条
第
八
号
に
該
当
す
る
役

な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る

日
付
け
で
法
第
十
一
条
第
一
項
の

六
号
に
該
当
す
る
。

三

委
員
長

中

村

正

昭

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
に
関

員
に
つ
い
て
そ
の
者
が
同
条
各
号

書
面
を
作
成
し
、
こ
れ
を
添
付
し

変
更
届
出
書
を
提
出
し
、
こ
の
こ

が すにてと

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 金曜日 山 口

山
政

が
あ

（定期）県 報 第 号

山
政

あ
っ

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

第
三
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七

名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

第
二
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条

の
と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

長

中

村

正

昭

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

長

中

村

正

昭

名

称

西
岐
波
団
地
集
会
所

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五

の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し

が
で
き
る
施
設
は
、
次
の
と
お

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六

所

在

宇
部
市
大
字
西
岐
波
三
九
一
六

示
第
六
号

年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条

た
個
人
演
説
会
、
政
党
演
説
会
又

り
で
あ
る
。

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

示
第
五
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

示
第
四
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

地

指

定

年

月

日

平
成
二
六
、
一
一
、
一

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
市

は
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ

委
員
長

中

村

正

昭

委
員
長

中

村

正

昭

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

。 十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

委
員
長

中

村

正

昭

四

四 町と 出 出



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 （定期）報

削
る

第 号

山
個

員
会「

萩
原
第
一
集
会
所

宇

。
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が

告
示
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日

部
市
大
字
西
岐
波
三
九
一
六

第
七
号

で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

一
八

平
成
八
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

長

中

村

正

昭

」
を

五



平
成
二

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日
印
刷

十
七
年
一
月
十
六
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


